
議
第
九
十
二
号

新
丸
山
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
基
本
計
画
の
変
更
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て

特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
丸
山
ダ
ム
の

建
設
に
関
す
る
基
本
計
画
を
一
に
掲
げ
る
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
に
掲
げ
る
附
帯
意
見
を
付
し

た
上
で
異
議
が
な
い
も
の
と
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
の
内
容

１

建
設
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額

旧

約
二
、
○
○
○
億
円

新

約
四
、
一
○
○
億
円

２

工
期

旧

昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
平
成
四
十
一
年
度
ま
で
の
予
定

新

昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
令
和
十
八
年
度
ま
で
の
予
定

二

附
帯
意
見

１

新
丸
山
ダ
ム
の
建
設
は
、
昭
和
五
十
八
年
の
大
水
害
を
踏
ま
え
、
下
流
を
洪
水
被
害
か
ら
守
る
事
業
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
安
全
第
一
の
も
と
、
更
な
る
工
期
短
縮
に
最
大
限
努
め
、
早
期
完
成
を
図
る
こ
と
。

２

事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
県
財
政
へ
の
影
響
に
も
鑑
み
、
最
新
の
知
見
や
技
術
を
取
り
入
れ
、
不
断

の
コ
ス
ト
縮
減
及
び
事
業
予
算
の
平
準
化
に
最
大
限
努
め
る
こ
と
。

３

地
元
の
意
向
を
尊
重
し
、
周
辺
道
路
の
早
期
整
備
に
努
め
る
な
ど
、
水
源
地
域
の
整
備
と
振
興
が
着
実
に

進
め
ら
れ
る
よ
う
、
よ
り
一
層
協
力
す
る
こ
と
。

４

工
期
延
伸
に
つ
い
て
、
地
元
住
民
へ
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
。
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